
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 相手を思いやる言葉や態度 □ SNS 等での情報モラル 

 

 

（１） 個性を認め合える学級・学校づくり 

 ○ 報告・連絡・相談を密にした職員間での情報の共有（情報集約担当者を中心とした組織づくり） 

 ○ 生徒のコミュニケーション力を高める場の設定 

○ 小さなことでも相談できるような保護者との信頼関係づくり 

○ 全教科・領域を通し人権が尊重される授業づくり（支持的風土を土台、学びのＵＤ化） 

（２）人権教育の充実 

 ○ 人権学習の実施と日常生活における実践化 

（３）命を大切にする教育の充実 

 ○ 地域教材や地域人材、熊本の心を活用した道徳の授業 

 ○ 「交通安全」「食育」「環境教育」「性に関する指導」の充実 

（４）自治力を高める生徒会活動 

（５）保・小・中の連携（SNS等の諸課題等の情報交換と共通理解） 

（６）保護者・地域との連携 

○ 地域全体での生徒の見守りと生徒の自律をめざした支援体制 

（７）教職員の研修の充実 

 

 

天草市立新和中学校「いじめ防止基本方針」Ｒ５年度版 

いじめの定義 

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の

人間関係にある他の生徒等が行う心理的、又は物理的な影響を与える行為（インターネット等を通じ

て行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものを

いう。単にけんかやふざけあいであっても、いじめに該当するか否かを見極めを行わなければならな

い。 本校の基本方針 

すべての教職員等が、「いじめは決して許されない」という共通理解のもと、いじめはどの子どもに

も起こりうるものであるという認識をもつ中で、「いじめをしない」「いじめをさせない」「いじめに負

けない」集団づくりを進める。また、自他の意見に相違があっても、互いを認め合いながら生徒が他

者と円滑に過ごすコミュニケーション力を育てる。さらには「生徒が主役」という考え方を大切にす

る中で、家庭、地域その他の関係機関等との連携のもと、いじめ問題の克服を目指すとともに豊かな

人権感覚を育てる教育実践を組織的に行う。 

いじめ防止に向けた具体的な取組 

未然防止・早期発見の取組み 

課題 

取 組

新和中学校生徒会 人権宣言 

一、私たち新和中生は、相手の気持ち

を考えて行動します。 

一、私たち新和中生は、いじめを 

見て見ぬふりはしません。 

一、私たち新和中生は、一人一人を 

大切にし、困っている人がいた

ら助けます。 

そして、日本一笑顔あふれる生徒会

にします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 職員の基本方針の取組に対する自己評価とともに、保護者評価などを学校の評価に取り入れる。また、

以下の項目について、客観的かつ適正に評価を行うとともに、学校運営協議会の意見も参考にし、次年度

の基本方針作成に生かしていく。 

 

４月 家庭訪問（実態把握）、 職員間での基本方針の共通理解及び PTA 総会での周知  

６月 教育相談・心のアンケート実施、心のきずなを深める月間（人権学習他） 

９月～１月 学年ごとに性に関する教育の授業実施 

１１月 教育相談、人権学習  １２月 心のアンケート実施、人権集会 

２月 教育相談、中一保健学習「ストレスへの対処」 ３月 年間反省と基本方針の見直し 

※共通理解のための金曜日の職員朝会、週一回の学年会と月一回の生徒指導推進委員会での情報共有

優羽 

いじめ防止対策のための年間計画 

 

 いじめ対策委員会 
 校長、教頭、教務主任、人権教育担当、生徒指導主事、学年 生徒指
導担当、養護教諭、ＰＴＡ会長、心の相談員、学校運営協議会代表 

基本方針の点検及び評価について 

○ いじめ防止といじめの調査および分析に関わる内容 

○ いじめの早期発見および再発防止に関わる内容 

○ いじめやいじめ防止に対する本校職員の指導および連携に関する内容 

○ 関係機関との連携に関わる内容 

① 被害生徒への対応 

〇本人が把握している状況をしっかり聞き取り、共感的理解に努める。 

②学年、学校としての対応を協議：担任一人で対応をせず、必ず相談する。 

③被害生徒保護者へ説明（家庭訪問） 

④加害生徒への事実確認・指導：加害生徒の言い分もしっかり聞く。しかしいじめは許されないこと

は譲らない。 

⑤学校としての指導方針の決定：生徒指導主事、学年部を中心に検討。管理職に報告し、方針を決定。 

⑥被害生徒・保護者への説明：本人及び保護者の思いを受け取り、学校としての方針を伝える。 

⑦加害生徒への指導 

⑧被害生徒保護者への指導後の説明（家庭訪問） 

⑨加害生徒保護者への説明と今後の指導への協力依頼（家庭訪問または保護者召還） 

〇謝罪について、今後の生活の在り方についての確認をする。 

⑩周りの生徒への指導（傍観者への指導） 

〇いじめを訴え知らせることが正義であることと学級や学校生活の在り方の指導をする。 

⑪継続的観察・保護者との連携の継続（被害生徒の苦痛の解消の確認・いじめ解消から注視期間の設定） 

いじめを発見した場合の指導と援助の流れ 

いじめ防止に向けた本校の組織 

天草市教育委員会、ＳＣ、ＳＳＷ等 生徒 保護者 

全職員 

指導・支援 


